
新法タンクと旧法タンクの基礎及び底板部に係る技術基準の相違（概要） 参考資料１－２ 

 ＊容量１万㎘以上のタンクに適用される基準（休止タンク除く） 
 
 ・新法基準：昭和52年以降に設置されたタンクに係る基準。保安検査周期は８年（保安のための措置がと

られたものは最大１５年）。  
 ・旧法第一段階基準：昭和52年以前に設置されたタンク（旧法タンク）のうち、新法基準に準じるものとし

て平成６年政令附則で定められた基準。保安検査周期は新法と同じ。  
 ・旧法第二段階基準：旧法タンクのうち、耐震対策上特に重要な、地盤の液状化対策とアニュラ部の保有

水平耐力に関する措置等の基準。保安検査周期は新法タンクより短く７年（保安のための措置がとられ
たものは、８年、９年又は10年）。  
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①基礎…堅固に作られている 
 
 
 
 
 
 
 
②底板の最小厚さ…厚い 
 
 
 
③溶接部…強度の高い工法 
 
 

旧法第二段階基準タンク 
 
①基礎…堅固とは言い難い 
 
 
    
 
 
 
 
②底板の最小厚さ…薄い 
 
 
 
③溶接部…強度の低い工法 

・材料が指定されている 
・締め固め強度が一定以上 
・まき出し厚さが一定未満 
・補強が行われている 
・底板の防錆対策が講じられている 

1万KL以上：12mm以上 3.2mm以上 

完全溶け込み突き合わせ溶接 重ねすみ肉溶接でも可 

・材料 
・締め固め強度 
・まき出し厚さ 
・補強 
・底板防錆対策 
 

基礎外周部における
局部破壊が発生しな
いことを計算等で確認
することは必要 

規定なし 
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